若者世代の交流促進のためのシティプロモーション事業業務委託
仕様書

１　事業目的
本事業は「交流を生み出す新たな四日市流都市型観光」の実現に向け、若者が集い、いきいきとした賑わいあるまちとなるよう、最先端の技術などを活用したイベントを開催することを目的とする。若者世代が楽しさや新しさを体験し交流を深める場を創出することで本市へのシビックプライドを醸成するとともに、交流人口や関係人口の増加を図る。

２ 事業の履行期間
契約の日から 令和９年３月１９日まで

３　業務実施場所
四日市市内

４ 委託業務の内容
（１）若者世代を中心に交流を深める機会を創出するイベントの開催
〈開催概要〉
　・場所　：市内（提案による）
　・回数　：１回以上
　・日時　：提案による
・メインターゲット　：中京大都市圏に在住、通勤、通学する若者世代
（高校生を除く１８歳以上４０歳未満の者）
なお、イベント来場者等はメインターゲットのみに限らない
〈企画提案事項〉
・メインターゲットを中心に交流を図ることが期待できるイベントを提案すること。

〈留意事項〉
・実施にあたっては日時・場所等を委託者と事前に調整すること。
・イベントにかかる経費（設営費、運営費、広報費等）はすべて受託者の負担とすること。

（２）事業の周知
〈企画提案事項〉
・若者世代に対して事業を周知するために広告を制作し公開すること。使用媒体、周知方法、周知頻度は提案による。
〈留意事項〉
・デザイン・印刷を含め、周知啓発に係る一切の経費は、委託料に含めること。
・広告の制作等にあたっては、委託者と協議の上、デザインや手法を決定すること。

（３） 成果の把握・分析及び考察
イベント来場者等を対象にアンケート等の調査を実施する。調査内容については発注者と調整の上決定すること。
〈調査内容（例）〉
・性別
・年代
・地域（四日市市内・四日市市外三重県内、三重県外）
・若者世代のイベント来場の動機・きっかけ・需要
・満足度
〈成果指標（ＫＰＩ）〉
・目標参加者数は２００名以上とする。
・アンケート調査による事業の目標満足度を８０％以上とする。

５　成果物
受託者は業務を完了して、以下に定める成果品を本市に提出して検査を受けるものとし、本市から本業務に適合しないとして修正の指示があった場合には、速やかに修正を行うものとする。

（１）制作物データ一式
事業で制作したチラシ・ポスター、展示パネル等の制作物及びその電子データ（素材含む）を提出すること。その際、２次利用が可能な委託者が指定する形式で納品すること。

（２）実績報告書１部及び電子データ
受託者はその実績について、成果物を提出し、書面にて報告を行うものとする。報告書には事業概要、実施内容、アンケート結果、事業効果、課題の検証、分析・考察を含めて記載すること。
なお、天候等の理由により、事業が実施できなかった場合は、精算報告書の提出で履行確認とする。

６　委託料の支払方法
完了払

【留意事項】
・履行確認後、請求書に基づき支払う
・天候等の理由により事業が実施できなかった場合は精算報告書に基づき委託料を支払うものとする

７ 著作権
（１）受託者は、契約の履行の成果物（契約を履行する上で得られた記録等を含む。以下（「成果物」という。）が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該成果物に係る受託者の著作権（著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。）を当該成果物の引渡時に市に無償で譲渡するものとする。
（２）受託者は、成果物が著作権に該当するとしないとにかかわらず、市が次の各号に掲げる行為をすることについて同意するものとする。
①成果物の内容を自由に公表すること。
②成果物の利用目的の実現のために必要な範囲でその内容を改変すること。
（３）受託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
①成果物に受託者の実名又は変名を表示すること。
②成果物の内容を公表すること。
③成果物を使用又は複製すること。
（４）受託者は、受託者が契約を履行する上で開発したプログラム（著作権法第 10 条第１項第９号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著作権法第 12 条の２に規定するデータベースの著作物をいう。）について、市が別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することに同意するものとする。

８ その他
本事業の遂行にあたっては、本市担当者との連絡を密にするよう努め、必要に応じ十分な協議を行い、本事業が効果的に進められるよう留意すること。また、本事業遂行上必要と認められるものであって、この仕様に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、委託者と協議すること。
【 注意事項 】
（１）個人情報の取り扱いに関する事項
この契約による業務を行うに当たり個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に
含む個人情報をいう。）を含む。）を取り扱う場合においては、別に定める「個人情報取
扱注意事項」を遵守すること。

（２）暴力団等不当介入に関する事項
① 契約の解除
四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成 20 年四日市市告示第 28号）第３条又は第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。
② 暴力団等による不当介入を受けたときの義務
（ア) 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
（イ) 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
③（ア)（イ）の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。

（３） 障害者差別解消に関する事項
①対応要領に沿った対応
（ア）この契約による事務・事業の実施（以下「本業務」という。）の委託を受けた者（以下「受託者」という。）は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。以下「法」という。）に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領（平成 29 年２月 28 日策定。以下「対応要領」という。）に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。
（イ）（ア）に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
②対応指針に沿った対応
上記①に定めるもののほか、受託者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針（法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。
